
資料２

第四計画期間の東京都キャップ＆トレード制度について
（第２回専門的事項等検討会での主なご意見）

東京都キャップ＆トレード制度
第３回「削減義務実施に向けた専門的事項等検討会」
令和４年12月20日（火曜日）9：00～12：00
オンライン会議
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【キャップ＆トレード制度】

 今後も省エネを進めていくことは重要であるが、エネルギー削減目標の設定は、二重の基準と
なり、制度を複雑化してしまうのではないか。

 エネルギー削減目標はあってもよいが、固定係数で算出したCO2排出量ではなく、
一次エネルギー消費量とするのが良いのではないか。

（１）削減義務率

（２）超過削減量の考え方

 超過削減量の創出の際に、追加性のある再エネの導入については、一定程度評価した
ほうが良いのでないか。

 証書については、超過削減量の対象外とすることで良いのではないか。

 超過削減量の創出をトップレベル事業所の認定制度へのインセンティブに利用してはどうか。

 超過削減量の創出において、再エネの自家発電・自家消費、オンサイト・オフサイトPPAを
認めれば、再エネのインセンティブとなるのではないか。

第２回専門的事項等検討会での主なご意見
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（４）トップレベル事業所認定制度

 再エネ導入促進を目的としてインセンティブを与えることは理解ができるが、実際の排出量とズレが
生じることから、インセンティブ付与の手法について改めて検討が必要ではないか。

 PPAによる再エネ導入は追加性があることから、導入形態（フィジカル又はバーチャル）に
かかわらず、同様に取り扱うべきではないか。

 追加的な再エネの開発、増加に対してインセンティブを付与し、できれば都内にフィジカルな形で
再エネが増加することを促進するという一貫した政策思想があることは良いのではないか。

 再エネ利用の公表では、用途ごとの平均値が分かる省エネカルテの情報や実際のエネルギー
需要データも併せて公表できると良い。

第２回専門的事項等検討会での主なご意見

 建築物環境計画書制度との連携条件について、トップレベル制度の検討会で検討した方が良い。

 省エネの取組の評価が分かるようにしてはどうか。また、CO2排出量の削減効果が少ないと
思われる取組でなく、省エネ・再エネへの投資が促されるような評価方法にしてはどうか。

 人材の確保や従業員の満足度等の観点から、認定事業所の公表方法を考えてはどうか。

【キャップ＆トレード制度（続き）】

（３）再エネ利用を更に進める方策
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 2030年の達成水準では、CO2排出については示していない。 CO2排出の目指すべき
水準を示す必要があるのではないか。

 都の2030年目標である、都内における太陽光発電設備の導入等を促進するため、
地球温暖化対策報告書制度においても、何かしらの促進施策を検討する必要が
あるのではないか。

第２回専門的事項等検討会での主なご意見

【地球温暖化対策報告書制度】


